
京都市上下水道局告示第８号 

 京都都市計画（京都国際文化観光都市建設計画）下水道事業の変更認可の告示（令和２

年京都府告示第２０３号）があったので，都市計画法第６６条の規定により事業の施行に

ついて以下のとおり公告します。 

  令和２年４月７日 

京都市公営企業管理者    

上下水道局長 吉川 雅則   

１ 施行者の名称 

京都市 

２ 都市計画事業の種類及び名称 

  京都都市計画（京都国際文化観光都市建設計画）下水道事業 

  京都市公共下水道 

３ 事務所の所在地 

  京都市南区東九条東山王町１２番地 

  京都市上下水道局 

４ 事業施行期間 

  昭和５年８月１１日から令和５年３月３１日まで 

５ 事業地 

  収用の部分 

   昭和４９年京都府告示第１２７号，昭和５１年京都府告示第１７２号，昭和５２年

京都府告示第１００号，昭和５６年京都府告示第８５７号，昭和５７年京都府告示第

５号，昭和５８年京都府告示第１６７号，昭和５９年京都府告示第２１９号，昭和５

９年京都府告示第６９１号，昭和６０年京都府告示第１６８号，昭和６１年京都府告

示第５１３号，平成２年京都府告示第４１０号，平成４年京都府告示第７３５号，平

成５年京都府告示第６４９号，平成８年京都府告示第２８６号，平成９年京都府告示

第３１４号，平成１３年京都府告示第１７２号及び平成１６年京都府告示第５０号の

事業地のうち，京都市伏見区横大路菅本を削る。 

  使用の部分 

   変更なし 

（上下水道局下水道部計画課） 


